
※平成20年2月19日現在の予算案に基づき作成

（１）地域づくり活動の支援に関する施策 355 (101) 59 (10) 328 (95) 32 (9)

①新たな活動を生み、育む 143 (47) 29 (4) 132 (46) 16 (3)

□多様な情報を提供します 23 (3) 3 (1) 17 (3) 1

□地域に潜在する多様な人材の参画・協働を進めます 73 (37) 14 (2) 69 (32) 5 (1)

□実践活動につながる学習機会を充実します 47 (7) 12 (1) 46 (11) 10 (2)

②活動を高め、支える 63 (22) 7 (2) 56 (19) 6 (3)

□主体的、継続的な活動につながるような支援を行い
ます

38 (11) 6 (2) 33 (10) 5 (3)

□既存施設を活用した身近な活動の場づくりを支援し
ます

14 (5) 1 12 (4)

□自立的な財政基盤の充実を支援します 11 (6) 11 (5) 1

③活動をつなぎ、拡げる 149 (32) 23 (4) 140 (30) 10 (3)

□人や活動をつなぎます 36 (13) 7 (3) 33 (13) 2

□地域の取り組みを柔軟に支援します 95 (11) 16 (1) 93 (10) 8 (3)

□活動を総合的に支える中間支援機能を持つ組織・団
体を支援します

10 (5) 9 (6)

□各地域での総合的な支援拠点機能を充実します 8 (3) 5 (1)

（２）県行政への参画と協働を推進する施策 207 (34) 25 (3) 184 (32) 6 (1)

①県民と情報を共有する 32 (4) 1 30 (5) 1 (1)

□県民が主体的に選択できる情報を迅速に提供します 20 (3) 1 17 (3)

□県行政の評価・検証への県民参画を進めます 12 (1) 13 (2) 1 (1)

②県民と知恵を出し合う 23 (7) 1 22 (6) 1

□県民の提案を具体的な取り組みにつなげます 15 (5) 14 (4)

□審議会などへの県民の参画機会を拡げます 8 (2) 1 8 (2) 1

③県民と力を合わせる 152 (23) 23 (3) 132 (21) 4

□県民の主体性を生かし、多様な協働を展開します 123 (18) 20 (3) 109 (16) 4

□公民協働での取り組みを拡充します 20 (2) 2 14 (2)

□推進員など多様な主体の連携を支援します 9 (3) 1 9 (3)

（３）参画と協働の推進に向けての施策 14 (4) 13 (5)

□職員意識を醸成します。 5 4

□市町との連携を深めながら、全庁が一体となった推
進体制を整備します

9 (4) 9 (5)

576 (139) 84 (13) 525 (132) 38 (10)
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